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     GIGA スクール構想の下で整備された学校における１人１台 

     端末等の ICT 環境の活用に関する方針について（通知） 

 

 本県のＩＣＴ教育の推進につきましては、日頃から格別の御理解、御協力をいただき、

厚く御礼申し上げます。 

 標記の件について、文部科学省初等中等教育局長から別添（令和４年３月３日付け３

文科初第２２６５号）のとおり周知するよう依頼がありましたので送付いたします。 

 本通知は、各学校において GIGA スクール構想によって整備されたＩＣＴ等を活用

した学習活動が一層促進されるよう「GIGA スクール構想の下で整備された１人１台端

末の積極的な利活用等について（通知）」（令和３年３月１６日付け教義指第１１０７号）

を更新したものです。ＩＣＴ環境を積極的に活用する中で一つ一つの課題の解決を図り

ながら、不断の改善に取り組むことが重要であり、下記及び別添を参照の上、着実に取

り組んでいただくようお願いします。 

 各市町村教育委員会教育長におかれましては、貴職下関係課及び所管の学校に対して

周知するとともに、ＩＣＴ環境の整備と、それを活用した学習活動等の一層の推進の取

組をお願いします。 

 各教育事務所長については、管内の各市町村教育委員会教育長及び貴職下関係職員に

周知するとともに、管内の市町村教育委員会及び各学校のＩＣＴ活用推進へ向けた支援

をお願いします。 

 

記 

 

１ 活用の前提となるＩＣＴ環境の整備について 

 ⑴ 学習者用端末について、クラウド活用を前提として積極的に活用されるよう、

「『教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン』の第２回改訂について

（事務連絡）」（令和３年６月７日付け事務連絡）、「『教育情報セキュリティポリシ

ーに関するガイドライン』（令和４年３月）について（事務連絡）」（令和４年３月

１０日付け事務連絡）等を参照し、市町村教育委員会がセキュリティポリシーを適

切に定めること。 

 ⑵ 指導者用端末について、既に講じられている地方財政措置の活用とともに、「学

校の ICT を活用した授業高度化推進事業」を活用するなどして、必要台数を確保

すること。 

 ⑶ 学校の ICT 環境について、十分な通信速度の確保が必要不可欠である。そこで

「GIGA スクール運営支援センター整備事業」を積極的に活用し、早急に保守点検

様 
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業者等の専門家によるアセスメントを実施し、必要に応じて課題の解消を図り、児

童生徒による ICT 環境の積極的な活用を妨げないようにすること。 

２ 運営支援 

 ⑴ 端末運用の準備 

  ・故障・破損・紛失・盗難・セキュリティやネット利用に関するトラブル等が発生

した際などの対応手順や連絡先を明確にし、教職員、保護者、児童生徒に必要な

情報を周知すること。 

  ・年度更新作業について、「GIGA スクール構想 年度更新タスクリスト」（別添２）

を踏まえ、万全な対応ができるよう、作業計画を市町村教育委員会と学校が共有

して取り組むこと。 

 ⑵ クラウド環境・アカウント（ID）の取扱い 

  ・クラウドの利用に当たって、各市町村の個人情報保護条例等を確認し、必要に応

じて個人情報保護審議会に諮ること。 

  ・児童生徒のアカウント（ID）について、「学習者用端末に関する管理・運用につ

いて（通知）」（令和３年９月２４日付け教Ｉ推第１３２－１号）を参照するなど

して、教職員、保護者、児童生徒に必要な情報を周知すること。 

 ⑶ 健康面の配慮 

  ・「端末利用に当たっての児童生徒の健康への配慮等に関する啓発リーフレットに

ついて」（令和３年４月１２日付け事務連絡）、「公益社団法人日本眼科医会が作

成した子供の目の健康を守るための啓発資料について（情報提供）」（令和３年９

月８日付け事務連絡）を参考にして、児童生徒が健康に留意しながら活用するた

めの指導や配慮をすること。 

  ・端末の持ち帰りに当たっては、「児童生徒の携行品に係る配慮について」（平成３

０年９月６日付け事務連絡）を踏まえて、携行品の重さや量に配慮すること。 

 ⑷ 持ち帰った ICT 端末等を活用した自宅等での学習 

  ・非常時に向けた備えや家庭学習の質を充実させる観点から、平時における持ち帰

りを実施すること。その際、端末を学習以外の目的では使わないなどの管理の在

り方や、学習の目的や内容について、児童生徒、保護者と共有すること。 

  ・通信環境がない家庭に対しては、家庭用 Wi-Fi ルーターの貸し出しなどの学習支

援策を検討すること。   

 ⑸ 組織体制の整備 

  ・ＩＣＴ支援員等の専門人材の活用方法や相談窓口など、市町村教育委員会が学校

に具体的に周知すること。 

  ・各学校長によるリーダーシップのもと、ＩＣＴ活用へ向けた適切な校務分掌や校

内の連携体制の構築を行うこと。 

  ・県は、今後も市町村プロジェクトの取組を通して、事例や市町村間の協議の場を

提供していくので、市町村教育委員会は参加されたい。 

 ⑹ 校務の情報化の推進 

    ・「令和３年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査結果等

に係る留意事項について（通知）」（令和４年２月１０日付け教小第５００号）を

踏まえて、ＩＣＴを活用した校務効率化に積極的に取り組むこと。 

３ 学習指導等支援 

 ⑴ 日常での活用促進 

  ・ＩＣＴ端末は、すべての教科等で活用し、日常的に学習活動で活用することが重

要であること。ただし、ＩＣＴ端末の使用することが目的にならないようにする



こと。 

  ・学習指導要領において、情報活用能力は学習の基盤となる資質・能力として位置

付けられていることから、発達段階を踏まえた情報活用能力の育成を意識して、

各学校において適切にカリキュラムマネジメントを行うこと。 

 ⑵ 安心・安全な端末活用 

  ・各学校においては、「GIGA スクール構想における学習者用端末の安心・安全な活

用について（依頼）」（令和３年１１月２４日付け事務連絡）を参照しながら、情

報モラル教育の一層の充実を図ること。 

  ・「学習用アカウントに係る Google Chat 機能の停止について（参考送付）」（令和

３年１１月２９日付け事務連絡）等、必要に応じて端末やサービスの機能の一部

を制限する場合は慎重に検討すること。また、実施にあたっては関係者と緊密な

調整を行うこと。 

 ⑶ 研修の実施 

  ・研修等の実施にあたり、県では指導者の派遣など、オーダーメイド型の支援を実

施していくので、市町村教育委員会は「ＩＣＴ活用推進に関する web 相談窓口

の開設について（通知）」（令和３年５月１２日付け教Ｉ推第３０号）を参照し活

用されたい。 

 ⑷ 特別な配慮が必要な児童生徒に対するＩＣＴ活用 

  ・障害の有無を問わず、ＩＣＴは児童生徒の主体的な学びに有効なものであるとと

もに、特別な配慮が必要な児童生徒に対しても、その障害の状態等に応じて活用

することにより、各教科等の学習や障害による学習上又は生活上の困難を改善・

克服するための指導の効果を高めることができる重要なものであるため、入出力

支援装置などとも合わせて効果的に活用すること。 

４ デジタル教科書・教材・ＣＢＴシステムの活用等について 

 ・学校の授業や児童生徒の自宅等での学習、教師の指導の改善等に活用できる教材や

動画等のコンテンツを掲載している県立総合教育センターの「家庭学習支援サイト」

等の活用を検討すること。 

 ・授業目的公衆送信補償金制度の利用について、市町村教育委員会が負担する補償金

経費は、学校の管理運営に要する経費であり、地方財政措置が講じられていること

から、必要な措置を講じること。 

５ 保護者や地域等に対する理解促進について 

 ・ＧＩＧＡスクール構想の実現は、学校だけでなく、家庭や地域とともに取組を推進

することが重要であるので、「GIGA スクール構想における学習者用端末の安心・安

全な活用について（依頼）」（令和３年１１月２４日付け事務連絡）のリーフレット

を配布するなどして、学校・家庭・地域が一体となって取組を進めていくこと。 

 

（事務連絡に関する全般的な事項・ＧＩＧＡスクー

ル運営支援センター等の補助金に関すること） 

担 当 県立学校部ＩＣＴ教育推進課 

    ＩＣＴ教育指導担当  

電 話 ０４８－８３０－７５５７ 

（デジタル教科書・教材に関すること） 

担 当 市町村支援部義務教育指導課 

    教科書担当  

電 話 ０４８－８３０－６７４８ 



（学習指導・MEXCBT 等に関すること） 

担 当 市町村支援部義務教育指導課 

    教育課程担当  

電 話 ０４８－８３０－６７７８ 

（日本語指導に関すること） 

担 当 市町村支援部義務教育指導課 

    学びの支援担当  

電 話 ０４８－８３０－６７８３ 

（学力・学習状況調査に関すること） 

担 当 市町村支援部義務教育指導課 

    学力向上推進・学力調査担当  

電 話 ０４８－８３０－６７５２ 

（働き方改革に関すること） 

担 当 市町村支援部小中学校人事課 

    人事・学事・働き方改革担当  

電 話 ０４８－８３０－６９３９ 

（健康面に関すること） 

担 当 県立学校部保健体育課 

    健康教育・学校安全担当  

電 話 ０４８－８３０－６９６３ 

（不登校児童生徒への指導に関すること） 

担 当 県立学校部生徒指導課 

    総務・登校支援・中退防止担当 

電 話 ０４８－８３０－６９０６ 

（生徒指導に関すること） 

担 当 県立学校部生徒指導課 

    生徒指導・いじめ対策・非行防止担当 

電 話 ０４８－８３０－６９０７ 

（家庭学習支援サイトに関すること） 

担 当 県立総合教育センター 

    企画調整担当 

電 話 ０４８－５５６－３３１９ 

 


